


序　　　　　　文

　インドネシア共和国は、第６次５か年計画（1994～ 1998 年度）において石油依存体質からの

脱却を推進し、エネルギー・鉱業製品の多様化が主要政策の１つとなっています。この政府計画

に基づき、全エネルギーに占める石炭の比率は、1987年の約４％から1997年の８％へと倍増し、

国家電力計画では、2020年には全電源の60％から70％は、石炭火力発電になると予測していま

す。また、我が国は、1997年度実績で石炭総輸入量の約１割を同国から輸入していますが、中国

炭等に比較して硫黄分が少ないことから、今後更にその輸入量は増加する傾向にあります。この

ように、同国の石炭資源は、国内のエネルギー政策と輸出政策といった面において非常に重要な

地位を占めています。しかしながら、インドネシアの現在の採炭方法は、98％が露天掘によるも

ので、推定埋蔵量366億トンという豊富な坑内掘対象地域に賦存する高品質の石炭資源に対して

は、あまり開発が進んでいないのが現状です。国際協力事業団は、1996年１月から約１年間かけ

て、開発調査団を３回にわたり派遣し、「石炭生産拡大のための人材育成Ｍ／Ｐ調査」を実施し

ました。同報告書では、インドネシア石炭産業の坑内堀技術者の人材育成ニーズから、坑内炭鉱

に関する総合的な人材育成機関の設立が提言されました。この調査結果を基に、インドネシア政

府は、日本政府に対し、石炭鉱業技術訓練センター設立のためのプロジェクト方式技術協力を要

請してきました。

　我が国は、この要請に応えて、2000年３月に事前調査団を派遣し、プロジェクトの実施可能性

を確認しました。さらに、これに続き６月に短期調査員を派遣し、プロジェクトの詳細な設計を

行い、プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）などの計画管理諸表を完成させると同

時に、技術移転活動時のプロジェクト関係者の安全確保を目的とした調査を実施し、安全確保措

置を取りまとめました。また、これに続き８月には鉱工業開発協力部内に新たに設置した「炭鉱

プロジェクト安全評価委員会」による短期調査団を派遣し、同安全確保措置の妥当性に関する審

議を行い、最終的な「安全確保対策」に取りまとめました。

　実施協議調査団は、これらすべての調査結果を踏まえ、日本側が協力する内容、範囲、責任分

担、安全確保対策、協力開始までに整理すべき懸案･検討事項などについて先方実施機関と協議

を行い、具体的な技術協力内容及びその計画について最終的に合意し、討議議事録（Record of

Discussions）、討議議事録覚書（Minutes of Meeting）として取りまとめのうえ、署名･交換を行



いました。

　本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに、本調査団の派遣に関し、ご

協力をいただいた日本並びにインドネシア両国の関係各位に対し、深甚の謝意を表すとともに、

あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

　2000 年 11 月

国 際 協 力 事 業 団
理 事 　 大 津 　 幸 男
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Ⅰ　実施協議調査団の派遣

１　調査団派遣の経緯と目的

　インドネシア共和国政府は、1998年12月15日に坑内堀炭鉱技術者育成のための総合的な人材

育成機関の設立を目的としたプロジェクト方式技術協力を我が国に要請した。我が国は、この要

請を受け、2000年３月に事前調査団を派遣し、インドネシア側関係機関との協議を通じて要請の

背景、計画の妥当性、協力の基本計画等を調査し、プロジェクト実施の可能性を確認した。さら

に、６月に短期調査員を派遣し、事前調査団の調査・協議結果を踏まえ、インドネシアの民間炭

鉱や国立大学を含めた関係各機関との協議を通じて、要請背景を再確認するとともに、それぞれ

の現状と人材育成ニーズを調査し、その結果を基に詳細な年間活動計画（ＡＰＯ）、研修計画、プ

ロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、供与機材計画（仕様を含む）及び機材配置計

画を完成させると同時に、技術移転活動中の利用を想定しているオンビリン炭鉱の安全状況確認

調査を実施し、炭鉱の現状に起因する危険について確認し、保安関係の資料を入手した。その後、

この調査結果と入手資料を基に、予知される危険に対する回避措置を盛り込んだ「安全確保対策

（案）」を取りまとめた。同対策案では、インドネシアの鉱山保安関係法規と日本の鉱山保安法及

び保安規則に準拠した技術移転活動における入坑時の安全ガイドライン及びそれに沿った安全管

理対策が規定されている。しかしながら、同対策に万全を期すためには、プロジェクト設計者の

主観を排した、関連法令、産業界の実態･慣行、工学技術等の多角的観点から同対策を検討すべ

きであるため、鉱工業開発協力部内に、炭鉱プロジェクトの保安に係る事項を審議する機能を持

つ炭鉱プロジェクト安全評価委員会を設置した。その後、同委員会の委員を中心とする短期調査

団を、８月にオンビリン炭鉱に派遣し、先に作成した「安全確保対策（案）」の妥当性について

審議を依頼し、委員会からの助言を盛り込んだ最終的な「安全確保対策」を取りまとめた。

　実施協議調査団は、以上の調査結果を踏まえ、日本側が協力する内容、範囲、責任分担などに

ついて先方実施機関と確認を行い、また、ＰＤＭをはじめとする計画管理諸表について再検討す

るとともに、その他協力開始までに整理すべき懸案･検討事項、安全確保対策について協議し、す

べての最終合意事項を討議議事録（Record of Discussions）及び討議議事録覚書（Minutes of

Meeting）として取りまとめのうえ、署名･交換を行った。

２　調査団の構成

担当分野 氏　名 現　職

１ 団長・総括 林　　典伸 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　部長

２ 鉱業技術 立野　博昭 住友石炭鉱業株式会社　特別嘱託

３ 協力企画 西宮　康二 国際協力事業団　鉱工業開発協力第二課　ジュニア専門員
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３　調査日程

日順 月日 曜日

１ 10月 15日 日

２ 10月 16日 月

３ 10月 17日 火

４ 10月 18日 水

５ 10月 19日 木

６ 10月 20日 金

時間 日　　程

総括、鉱業技術、協力企画

10:55 移動 JAL725（Tokyo10:55発→ Jakarta16:25着）
16:25 Jakarta

8:30 ＪＩＣＡインドネシア事務所表敬・打ち合わせ
9:30 在インドネシア大使館表敬
10:30 エネルギ鉱物資源省表敬
11:30 移動（PARAHYANGAN鉄道）Jakarta駅→Bandung駅
14:26 Bandung駅
15:00 鋳造技術分野裾野産業育成計画視察

終日 鉱業技術人材開発センター（ＭＤＣＭ）との協議
ミニッツ内容確認
Ｒ／Ｄ内容確認
ミニッツ案修正、懸案事項検討

8:00 懸案事項検討
今後のスケジュール説明

13:00 鉱山総局（ＤＧＭ）長表敬
14:30 移動（ARGO GEDE鉄道）Bandung駅→ Jakarta駅
17:00 Jakarta駅

9:00 Ｒ／Ｄ・ミニッツ署名
レセプション

15:00 ＪＩＣＡ事務所報告
16:00 大使館報告

総括、鉱業技術

23:30 移動 JAL726（Jakarta23:30発→Tokyo08:40着 +1）

総括、鉱業技術

8:40 移動 JAL726（→Tokyo08:40着）

　　　　　協力企画

9:35 移動SQ153（Jakarta09:35発→Singapore12:00着）
12:00 Singapore
14:10 移動CX791（Singapore14:10発→Hanoi18:40着）
18:40 Hanoi
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４　主要面談者

＜インドネシア側＞

（1）国家開発企画庁：ＢＡＰＰＥＮＡＳ

Mr.Halim Iahak, Bureau of Electricity, Energy Development & Mining

（2）エネルギー鉱物資源省：ＭＥ＆Ｍ

Mr. Djoko Darmono, Secretary General

Mr. Supriatna SUHARA, Head of Bureau of Foreign Cooperation

Mr. Thamrin Sihite, Head of Bureau of Environment and Technology

（3）鉱山総局：ＤＧＭ

Mr. Surna T. Djajadiningrat, Director General of Mines

Mr. Nasri Yunus Anis, SH, Secretary of Directorate General of Mines

（4）エネルギー鉱物資源省石炭局：ＤＯＣ

　　Mr. Farid Rachim S.A., Section Manager

（5）鉱業人材開発センター：ＭＤＣＭ

Mr. A. Thabri Akma, Head of MDCM

Dr. Ir. Irwan Bahar, Coordinator

Mr. Mulyono Hadiprayitmo, Head of Mining Engineering Manpower Division

Mr. Zul Ichwan, Head of Mineral Processing Sub Division

Mr. Drs. Wawan Supriatna, Chief, Programming and Reporting Sub Division

Mr. Marsudi Sudarisman, Functional/Instructor

Drs. Dedih Budiman, Head, Data Information and Library Management Manpower Section

Ms. Hirawati, English Lecturer

（6）オンビリン鉱山専門学校：ＯＭＴＣ

Drs. Asmara Karma, Deputy Principal

（7）オンビリン鉱業所

Mr. Iwan Setiawan, General Manager, PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Unit Pertambangan Ombilin
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（8）鋳造技術分野裾野産業育成計画：ＩＲＤＭＭＩ

Mr. J. SUYANO, プロジェクトマネージャー（ＭＩＤＣ）

安井英夫チーフアドバイザー

本間徹業務調整員

プロジェクト専門家

＜日本側＞

（1）在インドネシア日本大使館

藤原聖也参事官

八山幸司二等書記官

（2）ＪＩＣＡインドネシア事務所

庵原宏義所長

米田一弘次長

安藤企画調査員

（3）個別派遣専門家

上原正文　　　　エネルギー鉱物資源省鉱山総局石炭局派遣専門家
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Ⅱ　調査・協議結果

１　調査･協議結果要約

１　要請の背景
（1）国家計画

（2）現状と課題

　要請書の内容を確認し、経済危
機後の最新の資料を石炭局
（ＤＯＣ）から入手した。

1） 全エネルギーに占める石炭の
比率は、1987年（４％）からの
十年で倍増し、1998年度に10％
に達した。
　　また、1999暦年の石炭生産量
は7,380万トン（輸出5,520万ト
ン、国内1,840万トン）で、2003
暦年には１億960万トン（輸出
は7,970万トン、国内2,990万ト
ン）と予想されている。

2） 国家電力計画では、2020年に
は全発電量の60－ 70％は火力
発電としている。1998年度での
実績は、34％であった。

3） 日本の石炭総輸入量（1998年
実績）の約１割は、インドネシ
アからの輸入である。インドネ
シアの 1999 暦年の日本向け輸
出実績は、約24％（1,300万ト
ン）と増加した。

4） インドネシア政府は、1997年
の通貨危機以降、貴重な外貨獲
得手段として石炭輸出を奨励し
ている。

　今後のインドネシアの石炭開
発政策は、国内エネルギーと輸
出需要を満たし、可能な限り石
油の使用に代えていくというも
のである（石炭局資料）。

・新たな国家計画（第７次）
が策定されたかどうかを
聴取する。

・内閣改変による左記の政
策に変更がないかを確認
する。

・これまでの５か年計画に代
わるものとして、国家開発
計画が新たに法律化された。
毎年の予算計画で開発計画
を実施し、その中に石炭の
開発計画も盛り込まれると
いうことであった。

・インドネシアのエネルギー
政策における石炭の重要性
に変化はなかった。

・今後、ブリケットなどの一
般消費用の石炭利用につい
ても積極策を展開する予定
であることが判明した。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

1） 現状 1） 石炭埋蔵量は推定366億トン、
可採埋蔵量は50億トンである。
事前調査において確認された石
炭埋蔵量は、388億7,000万トン
（推定、予想、仮想の合計）で
あった。

2） 上記石炭埋蔵量のうち約45％
が、スマトラ、55％がカリマン
タンに存在し、大部分の石炭資
源は坑内堀対象地域に賦存す
る。

3） 現在、石炭生産量は、約6,500
万トンであり、今後9,700万トン
（2000 年）、１億 8,900 万トン
（2020 年）と増加する見込みで
ある（要請書）。

4） 石炭産業従事者は1999年に７
万 1,000 人であり、今後９万
4,000人（2010年）、13万 5,000
人（2020年）と増加する見込み
である（ＪＩＣＡ開発調査）。

5） 2000年石炭生産量（１月～３
月）の途中集計では1,540万ト
ン。（ＤＯＣ資料）また、石炭産
業従事者はＤＯＣ資料によると
1999年で直轄及び請負を含めて
約３万9,000人（直轄：２万1,000
人、請負：１万8,000人）であっ
た。

6） インドネシアの坑内堀３炭鉱
（オンビリン、キタディン、Ｆ.
Ｂ.サクティ）の生産量には若干
の増加が見られるものの、年々
大きく増加している全石炭生産
量に対する寄与は少ない。

7） 石炭生産量の増加は、外資系
参加の露天掘り炭鉱によるもの
であるが、今後掘削条件が厳し
くなることが予想されている。

・外資系コントラクトに対す
る権限委譲は、今後５年間
延期される模様（背景に地
方政府の鉱区乱発問題等が
ある）。
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

2） 課題 1） 現状では、石炭生産の大部分
は露天掘り生産となっている
が、石炭資源の多くは、坑内堀
対象地域に賦存するため、2020
年までには、石炭生産量の約11
％が坑内掘りに移行すると予測
されている（ＪＩＣＡ開発調
査）。
　
2） 2020年までに坑内掘技術者の
10倍増（1996年5,000人→2020
年 ５ 万 人）が必要となる
（ＪＩＣＡ開発調査）。

3） 上記の坑内掘の割合の推移見
通し及びそれに伴う人材育成計
画は、今後作成することとして
いる。

4） しかしながら、坑内掘の割合
の推移見通し及びそれに伴う人
材育成計画はまだ作成されてい
ない。

5） 今後の地方分権化に伴い監督
官レベルの人材育成が必要であ
ることが判明した。

6） 民間にとっては、何らかの政
策的インセンティブ（優遇税
制、補助金等）がなければ、急
激な坑内堀への移行は困難であ
る。

7） 坑内堀を実施している炭鉱の
技術レベルは、高いとはいえ
ず、機械化採炭も進んでいな
い。

・民間炭坑の本プロジェク
トへのインセンティブを
高めるために、環境コー
スの開始時期を前倒しす
る。

・ 上 記 の 変 更 に 伴 う
ＴＳＩ、ＰＯ、ＡＰＯを
変更する。

・暫定カリキュラムは、一
般的なものを作成した
が、今後の運用及びマ
ニュアル作成段階で、現
地の状況に即した柔軟な
対応を行う。

・左記を説明し、エネルギー鉱
物資源省事務次官に民間炭
坑へのインセンティブを高
める政策の実施を要請し、
了承された。
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

（3）ＪＩＣＡ開
発調査「イン
ドネシア共和
国石炭生産拡
大のための人
材育成Ｍ／Ｐ
調査（1997 年
３月）」
1）設立場所 　炭鉱数及び坑内掘炭鉱数、石炭

生産量を考慮し「設立場所として
は、特に東カリマンタンは最適の
位置」としている（この時点では
ＯＭＴＣと豪州の研究機関との
Ｊ Ｖ 計 画 が 存 在 し て い た ）
（ＪＩＣＡ開発調査提言内容）。

1） プロジェクトサイト選定の経
緯を聴取し、類似機関設立予定
の有無、役割分担や予算配分で
競合する可能性について確認し
た。

（サイトの選定の理由）
・既存施設が活用できる
・操業中の坑内炭鉱が近くに存在
する

・石炭埋蔵量の45％がスマトラに
ある

・ジャカルタからの距離がカリマ
ンタンより近い

・インドネシアが地方分権を進め
る中、西スマトラ州政府の協力
が得られる

・パダン大学が地質鉱山学科の設
立準備のため講師を養成してお
り、相互の協力関係を構築でき
る

・石炭産業を育む土壌がある
・治安は良好である
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・予定どおり開設されたか
聴取する。

・改訂Ｃ／Ｐリストを入手
し、ミニッツに添付す
る。

・手続き上の不備で学科の開
設はなかったものの、鉱山
総局と大学間にお互いの協
力に対する覚書が交わされ
ていた。

・今後は、大臣レベルでも協
力関係を形成する予定とい
うことであった。

・パダン大学からのＣ／Ｐは
５年間の常勤であることを
確認しリストに追加した。

2） パダン大学の地質鉱山学科に
ついて調査を行い、結果を
Ｍ／Ｍに記載する。
a） 開設状況
・開設準備中（６月の調査時）
b） 今後の計画
・８月から32名の生徒で開講
c） 講師配置状況
・９名（バンドン工科大で教育）
d） 教材、カリキュラム
・Ｄ３という３年間のディプロ
マコース
e） 相互協力体制構築
・教授陣のＯＭＴＣセミナーや
各種会議への参加

・教授陣の技術開発のための連
携

・鉱山学科の設備は乏しいた
め、設備面での協力が必要
f） 研修参加への可能性
・教授陣のＣ／Ｐとしてのエン
トリ

・学生の実地研修
g） その他関係機関
・日本の大学との学術交流
・他の学部は世銀の協力で教材
設備を充実

3） パダン大学から本プロジェク
トのＣ／Ｐに参加したいとの要
望をインドネシア側に伝え、今
後Ｃ／Ｐの選任において考慮す
るとの同意を得た。

（類似機関の設立）
　インドネシア側より、将来カ
リマンタンもしくはイリアン
ジャヤに類似機関を設立したい
意向が表明されたが、時期等の
詳細については未定とのことで
あった（事前調査）。
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

4） 類似機関の設立準備状況を聴
取し、将来にわたり、持続的に
研修要員を確保するために、オ
ン ビ リ ン 鉱 山 専 門 学 校
（ＯＭＴＣ）の優位性が失われ
ないような協調的な類似機関設
立計画の策定を希望することを
申し入れた。

5）類似機関の設立計画は策定さ
れていないものの、本案件をモ
デルケースとして、将来カリマ
ンタンやイリアンジャヤに類似
機関を展開する意向があること
は、事前調査時と変化なかっ
た。また、民間炭鉱にも、同様
な要望が認められた。

　各炭鉱からより多くの受講者を
訓練センターに集めるには、炭鉱
関連の職員及び作業職への国家試
験や資格等の取得義務化を前提と
し、試験、資格取得のための講習
実施と、合格者への資格及び修了
証の授与が必要である（ＪＩＣＡ
開発調査提言内容）。

1 ）プロジェクトの研修生は、
Skilled Manpower（Ｍ／Ｍでは
Supervisorsで合意した）である。

2）ＯＭＴＣは、現在訓練生を受け
入れていない。

3 ） 2 0 0 0 年研修計画では、
ＰＴＢＡ（国有石炭会社）職員
研修が年間175名、民間企業職
員研修が年間 125 名としてい
る。ＯＭＴＣの2000年研修実施
状況は、上記のＰＴＢＡとの契
約研修やコンサルベースでの金
属鉱山、製紙工場、露天炭鉱等
への講師派遣及び受入研修を実
施していた。

4） プロジェクト開始後は新卒者
は受け入れず、上記のほか、中央
及び地方政府の鉱山関連担当者
を研修生とすることとしている。

・本モデルケースを成功さ
せるためには、研修生確
保を幅広く行うことが重
要であることを説明し、
インドネシア側の協力を
要請する。

・左記をエネルギー鉱物資源
省に説明し。研修生確保の
ための宣伝などの積極的な
協力を要請し、了承された。

・研修生の確保は、非常に重要
な問題であることを説明し、
プロジェクトに関係するエ
ネルギー鉱物資源省、鉱山
総局、鉱業人材開発セン
ター等の各機関へ、積極的
な募集活動を依頼した。

2）訓練生の確
保
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

5） 事前調査時に坑内炭鉱関連の
資格は16種とあったが、政府に
より承認された職制であり、鉱
山総局により資格化され活用さ
れているものは、発破と技術鉱
山経営等であった。今後、残り
の14職制（将来的には21職制
に増加）が、漸次資格化されて
いく模様である。

6） プロジェクトの研修内容が既
存のインドネシアの鉱山関連の
資格または国家試験の内容に適
合する場合には、ＯＭＴＣが、
それらの認定機関または実施機
関となれるように協議し、
Ｃ／Ｐには政府機関、プロジェ
クト共同で修了証を発行、研修
修了者には、政府機関が修了証
の発行を行うことで合意し、
Ｍ／Ｍに記載した。

7） 今後の資格制度制定について
も、プロジェクトの研修内容に
相当する新たな資格をプロジェ
クトの支援により設置すること
で合意に達し、Ｍ／Ｍに記載し
た。

8） 民間炭鉱及び政府関係機関の
プロジェクトに対する人材育成
ニーズを調査し、その財務的裏
付けを行うとともに、人材育成
担当責任者のコメントの取り付
けを行ったが、各民間炭鉱の本
プロジェクトに対する期待は強
く、かつ地方分権化に伴い地方
監督官の人材育成が必要である
ことが判明した。ここで、財務
的な裏付けは困難であったが、
各炭鉱からのコメントは取り付
けることができた。

・左記のＣ／Ｐ及び研修生
への修了証の発行につい
て再確認を行い、ミニッ
ツに記載する。

・左記を再確認し、ミニッ
ツに記載する。

・Ｃ／Ｐ及び研修生への修了
証の発行については短期調
査時と変わりないことを確
認し、Ｍ／Ｍに記載した。

・新たな資格制度制定につい
ても確認し、Ｍ／Ｍに記載し
た。
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　複数の資金調達案を条件（海外
援助、受講料、拠出金）を変えて
比較した結果、「インドネシア政
府がセンターの土地、建物を負担
し、外国から専門家と必要機材を
支援してもらう場合には、民間炭
鉱の拠出金が生産トンあたり
Rp19が必要となる」という案が妥
当であるとされた（ＪＩＣＡ開発
調査）。

1） ＯＭＴＣの運営費はすべて鉱
山総局からの特別会計予算及び
財政投融資予算（石炭業界から
のロイヤリティを含む）であ
る。

2） 2000年のＯＭＴＣ予算
ＪＩＣＡプロジェクト準備
３億6,000万Rp（468万円）
宿舎修理 ,専門家仮事務所
15億Rp（1,950万円）
（2000年７月時点F=0.013）
を確認し、ミニッツに添付し
た。

3） 今回の調査では、専属のコー
ディネーターが調査員に随伴し
た。また、宿舎の修理も進行し
ており、上記予算の執行状況を
確認した。

4）研修諸費用（受講料、宿泊費、
食費、交通費）の負担を確認し
た。

・ＰＴＢＡ／民間企業／地方関係
者（ＤＩＮＡＳ）：食費、交通費
のみ所属先負担

・政府関係者：すべて国負担
（ＯＭＴＣ出資のローカルコス
ト）

5） ＯＭＴＣの1997年～2000年
までの予算推移を取りまとめ
Ｍ／Ｍに添付した。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

3） 資金調達
　　　（予算実績）

・インドネシア側のプロ
ジェクトの準備状況を確
認する。

・研修諸費用の負担を再確
認する。

・鉱業人材開発センターとの
協議において現存の 13.5％
のロイヤリティは、今後、使
用権限が次官レベルから鉱
山総局長レベルに降下し、
その使途も建物中心から人
材育成及び研究にシフトす
るという情報を得た。

・追加予算が承認されたの
が、10月だったので、新予
算年度までの期間が短く、
執行は不可能な状態にある。
これに伴いワークショップ、
研修生宿舎の一部、教室等
の改修が実施できなかった
が、専門家の仮事務所につ
いての工事は完工した。

・研修生の研修諸費用の分担
方法に変化はなかった。



－ 13 －

6）2001年度からインドネシア政
府の新予算年度は、１～12月で
あることを確認した。

（和）
インドネシア石炭鉱業技術向上
プロジェクト
　
（英）
Coal Mining Technology Enhance-
ment Project at Ombilin Mines Train-
ing College

国家開発企画庁
（ＢＡＰＰＥＮＡＳ：National De-
velopment Planning Agency）

1）予算計上においてＪＩＣＡの
レターがあれば、優先度が上が
り、予算確保しやすくなるとの
インドネシア側の説明に対し、
検討すると説明した（インドネ
シア側の建屋建設に関し、団長
名の書簡を発信した）。
2）ＢＡＰＰＥＮＡＳ担当者に、
ＤＧＭでの協議に参加してもら
い、予算措置についての配慮を
要請し、後日ＢＡＰＰＥＮＡＳ
とＭＤＣＭの両者で予算配分に
関する詳細な協議を行うことで
合意した。

エネルギー鉱物資源省鉱山総局
（ＤＧＭ： Directorate General of
Mines, Ministry of Energy and Min-
eral Resources）

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

２　内容
（1）名称

（2）関係機関
1） 援助窓口
機関

2）主管官庁

・左記を確認する。

・左記を確認する。

・左記の省庁変更を確認す
るとともに、それに伴う
プロジェクト実施体制の
影響について調査する。

（旧）
鉱山エネルギー省鉱山総局
（ＤＧＭ：Directorate Gen-
eral of Mines, Ministry of
Mines And Energy）

・左記を確認しＭ／Ｍに記載
した。

・インドネシア側からは、
ＢＡＰＰＥＮＡＳに対する
円滑な予算確保交渉のため
の日本側予算のＭ／Ｍへの
添付が求められたが、プロ
ジェクト方式技術協力によ
る技術移転スキームに理解
を得たうえで、必要に応じ、
現地事務所を通じてインド
ネシア側の予算確保の後方
支援をする旨を説明した。

・省庁名変更は、省庁のスリ
ム化と地方分権化に対応す
るもので、政策自体に変更
はなかった。

・ＤＧＭは、省庁内スリム化
に伴う再編で他の総局と統
合される可能性があること
が示唆されたが、その具体
像や時期については不明と
いうことであった。
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鉱業技術人材開発センター
（ＭＤＣＭ：Manpower Develop-
ment  Center for Mines）

　訓練候補生は関係各機関及び民
間炭鉱の監督官（Supervisors）ク
ラスとし、生徒の採用権限はイン
ドネシア側にあることをＭ／Ｍに
記載した。

インドネシア全土

インドネシアの坑内炭鉱技術が向
上する。

　オンビリン鉱業専門学校が坑内
炭鉱技術者（Supervisor）を養成で
きる。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・そこで、ＤＧＭが再編され
た場合にもプロジェクト実
施に支障を来さないように
対策を協議し、ＤＧＭ再編
の場合にはＤＧＭの主管で
あるエネルギー鉱物資源省
が責任を持つことで合意し、
その旨をＭ／Ｍに記載した。

・ＭＤＣＭは、省庁内再編と
は関係なく、存続すること
を確認した。

・ＤＧＭが再編された場合に
は、ＭＤＣＭの所属は
ＤＧＭの再編先に移行する
か、または、総局レベルを離
れて直接次官レベルの所属
機関になることも考えられ
ることが示された。

・ そ こ で 実 施 機 関 は 、
ＭＤＣＭであることを確認
し、ＤＧＭ再編などで所属
先が変更になったとしても
エネルギー鉱物資源省が責
任をもってプロジェクトを
実施する旨を、Ｍ／Ｍに記
載した。

・ＯＭＴＣは、12 月までに
ＭＤＣＭに移行完了するこ
とを確認し、ＭＤＣＭ新組
織図をＭ／Ｍに添付した。

・左記を確認した。

・左記を確認した。

・左記を確認し、Ｒ／Ｄにマ
スタープランとして添付し
た。

・左記を確認し、マスタープ
ランとして添付した。

・左記を確認するととも
に、ＯＭＴＣのＭＤＣＭ
への所属先変更完了を確
認する。

・左記を確認する。

・左記を確認する。

・左記を確認する。

・左記を確認する。

（3）実施機関

（4）ターゲット
グループ

（5）ターゲット
エリア

（6）上位目標

（7）プロジェク
ト目標
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５年間

西スマトラ州サワルント、オンビ
リン鉱山専門学校（ＯＭＴＣ）

1） これまでの調査においては、
以下の５個の技術移転項目を確
認し、Ｍ／Ｍに記載した。
・坑内炭鉱採掘技術
・坑内炭鉱保安技術
・坑内炭鉱機械技術
・坑内炭鉱電気技術
・坑内炭鉱環境技術

2） 坑内炭鉱採掘技術には、石炭
生産管理と地質探査の概論が含
まれる。

3） 日本側より技術移転活動には
坑内での実習と本物の火薬類を
使う実習は含まれないことを説
明し、その代替案として模擬火
薬と新たに建設する模擬坑道を
使用して研修を行うことを説明
し、Ｍ／Ｍに記載した。

4） インドネシア側から模擬火薬
研修と坑内実習は、技術移転活
動に含まれるよう強い要望が
あった。そこで、短期調査員調
査結果を基に、坑内入坑のため
の保安措置を作成し、日本で安
全評価委員会を組織した後に、
その委員会による現地調査を経
て、入坑を伴う技術移転が承認
される旨の説明を行い同意を得
てＭ／Ｍに記載した。委員会に
よる坑内保安措置の安全性評価
を行うための短期調査員は、８
月下旬から９月上旬にかけて派
遣することを申し入れた。

5） 技術移転項目と研修カリキュ
ラム、及び必要機材対比表を作
成提案し、インドネシア側と協
議調整し、結果をＭ／Ｍに記載
した。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・左記を確認し、Ｒ／Ｄに明
記した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・左記に変わりがないことを
確認し、Ｍ／Ｍに記載した。

・模擬坑道の建設は、日本側
が行うことをＭ／Ｍに明記
し、両政府の口上書交換が
必要になることを説明した。

・上記手続きについてのフォ
ローは、現地事務所及び大
使館に依頼した。

・ 2001 年４月１日から５
年間を確認する。

・左記を再確認する。

（8）協力期間

（9）プロジェク
トサイト

（10）技術移転項
目
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6） ＯＭＴＣでの機材配置計画策
定時に、オンビリン炭鉱を訪問
し、生産状況・計画、人材育成
状況･計画、人材育成ニーズ、研
修参加の意思などについて調査
を実施した。

7） この調査時に、オンビリン炭
鉱の坑内地下構造、採用してい
る保安基準と実際の保安体制、
各種保安書類等の有無、過去の
事故暦（最低10年前まで）、等
の関連資料を入手した。

8） 関連資料より、坑内保安基準
等に関しては日本と同等である
ことが明らかとなった。

9） ８月26日から９月４日にかけ
て炭鉱プロジェクト安全評価委
員会短期調査を実施した。評価
結果は別紙に取りまとめ、プロ
ジェクトのための安全確保対策
を策定した。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・専門家の民事免責事項に
ある故意又は重過失の判
断は、両政府関係機関の
合意に基づき行われるこ
とをＲ／Ｄに明記する。

・オンビリン炭鉱を入坑研
修場所に限定し、主管は
ＤＧＭであることを確認
し、ミニッツに記載す
る。

・入坑時の炭鉱の保安に関
してはオンビリン炭鉱が
責任を負うことを確認
し、ミニッツに記載す
る。

・日本人専門家を除く、
Ｃ／Ｐ及び研修生の入坑
を含むプロジェクト活動
は、Project Director の指
示により実施されること
を確認し、ミニッツに記
載する。

・左記を説明し、Ｒ／Ｄに明
記した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに明
記した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに明
記した。

・日本人専門家とＣ／Ｐ及び
研修生の指示命令系統は異
なることを説明し、合意し
た後に、安全確保対策とし
てＭ／Ｍに添付した。
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・専門家を含むプロジェク
ト関係者の入坑最終判断
における、本人の自由の
尊重を確認し、ミニッツ
に記載する。

・安全確保対策をインドネ
シア側に説明し、プロ
ジェクトに適用すること
を合意しミニッツに記載
する。

・上記の安全確保対策に含
まれるオンビリン炭鉱が
早期に実施する措置につ
いて、早期実施を要求す
るとともに、この措置が
なされなければプロジェ
クトでは、入坑しないこ
とを確認し、ミニッツに
記載する。

・上記措置がとられた後
に、入坑する場合には、
オンビリン炭鉱が全面的
に協力することを確認し
ミニッツに記載する。

・オンビリン炭鉱の民営化
が行われてもプロジェク
トに対する協力に変化が
ないことを確認し、ミ
ニッツに記載する。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・左記を合意し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・左記を要求し、早期に実施
することが約束されたが、
さらに、鉱山側の書面によ
る回答を求めた。

・鉱山側からの書面による回
答では、一部のモニターリ
ング等の対策は既に実施
し、坑口付近の崩落対策も
早急に実施することが約束
された。

・また、変圧器などの電気設
備についての保護は、乾式
であることを確認したの
で、安全確保対策からは削
除した。

・オンビリン炭鉱のプロジェ
クトへの全面的な協力を確
認し、Ｍ／Ｍに記載した。

・また、オンビリン炭鉱が民
営化された場合のプロジェ
クトへの協力について協議
したが、政府のコントロー
ルを残した民営化が、実施
されるということを確認
し、民営化後も協力体制に
変わりがないということを
Ｍ／Ｍに明記した。
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

　これまでの調査で確認された成
果を以下に示す。
1）プロジェクトの管理・運営体制
が確立される。
2） Ｃ／Ｐによる坑内炭鉱関連機
材の操作・保守管理体制が整備
される。
3） Ｃ／Ｐが坑内炭鉱に関する
・採掘技術者養成
・保安技術者養成
・機械技術者養成
・電気技術者養成
・環境技術者養成
各コースを開講するための基盤
が整備される。
4） オンビリン鉱業専門学校にお
いて坑内炭鉱に関する
・採掘技術者養成
・保安技術者養成
・機械技術者養成
・電気技術者養成
・環境技術者養成
各コースが開講される。

1） これまでの調査において以下
の活動が確認され、ＰＤＭ（プロ
ジェクト・デザイン・マトリック
ス）に記載の上、Ｍ／Ｍに添付さ
れた。
a） －１計画に従い人員を配置す

る。
－２業務分掌を明確化する。
－３業務活動計画を策定する。
－４プロジェクトの施設､設備
を整備する。

－５年間活動計画を策定する。
b） －１機材の調達･据付･保守計

画を策定する。
－２機材の調達･据付･保守を
実施する。

－３機材運用・保守マニュア
ルを作成する。

－４機材運用・保守能力を評
価する

・左記を確認する。

・左記の活動事項に変更や
追加がないかを確認す
る。

・左記の成果を確認し、マス
タープランとしてＲ／Ｄに
添付した。

・左記の活動に変更や追加が
ないことを確認し、マス
タープランとしてＭ／Ｍに
添付した。

（11）成果

（12）活動
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c） －１各技術者養成コースの計
画を策定する。

－２各技術者養成コースのカ
リキュラム・教材を整備
する。

－３研修生募集計画を作成す
る。

－４研修生を募集する。
d） －１Ｃ／Ｐが各技術者養成

コースの講義に必要な知
識を習得､講義する。

－２Ｃ／Ｐが各技術者養成
コースの現場実習に必要
な機材取り扱い技術を習
得、講義する。

－３各技術者養成コースを評
価する。

－４研修生の追跡調査を実施
する。

2） 年間活動計画（ＡＰＯ）につ
いて協議を行い、最終的ＡＰＯ
を作成し、Ｍ／Ｍに添付した。
ただし、インドネシア側から環
境技術コースを早くスタートさ
せてほしいとの要望があり、日
本に持ち帰り検討するここと
し、その旨をＭ／Ｍに記載し
た。

　技術移転内容及び範囲について
以下の分野の専門家派遣を決定し
た。

（長期７分野）
１　チーフアドバイザー
２　業務調整員
３　採掘技術
４　保安技術
５　機械技術
６　電気技術
７　環境技術
（短期）
１　鉱山経営評価（計画と原価管
理含む）

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・露天堀民間炭坑のプロ
ジェクトへのインセン
ティブを高めるため環境
技術コースの前倒しを実
施することとし、この変
更に伴うＴＳＩ、ＰＯ、
ＡＰＯなどの計画諸表変
更について確認し、ミ
ニッツに添付する。

・左記を確認する。

・左記以外の候補分野につ
いてミニッツに記載す
る。

・坑内環境技術専門家の派遣
を 2002 年からに変更した
計画諸表を、Ｍ／Ｍに添付
した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・環境分野を除く、左記専門
家のＡ１アドバンスコピー
を入手した。

（13）日本側投入
1）専門家
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

1） 年間１～３名程度

2） 事前調査で、研修員受入は現
地での技術移転活動の補完であ
ることを説明した。

3） インドネシア側から、初年度
の研修員候補者を、実施協議ま
でに用意する旨の説明があっ
た。

1） 当初、インドネシア側は、プ
ロジェクト開始後のＦ／Ｓで要
求決定するとしていたが、事前
調査でプロジェクト開始後の
Ｆ／Ｓは実施しないことを確認
した。

2） 事前調査で確認したインドネ
シア側のＯＭＴＣの将来構想と
現有機材を考慮し、模擬坑道内
での技術移転活動を前提に、本
プロジェクトで必要な機材リス
トを優先順位、仕様を付けて作
成、インドネシア側と協議調整
した。その際に、優先Ａ （２億
4,884万5,000円）の機材のみで
プロジェクト実施は可能である
という共通認識に達した。

3） 上記で確認したＯＭＴＣに現
有する既存機材リスト表、技術
移転活動時に必要な最低限の機
材リスト表（優先Ａ）、及び模擬
坑道図をそれぞれ作成し、
Ｍ／Ｍに添付した。

4） 供与機材の配置について協議
し、機材配置図をＭ／Ｍに添付
した。

5） 半地下型の模擬坑道（全坑道
長約200ｍ）の建設費のＭＤＣ
Ｍ試算値は、約８億7,800万Rp
（1,140万円）であった。

・左記を確認する。

・研修員の選考について
は、専門家との協議によ
り決定することを、ミ
ニッツに記載する。

・初年度の研修員候補につ
いて書類選考と可能であ
るならば簡単な面接を行
う。

・最終的な機材リスト（イ
ンドネシア側分担を含
む）を提示、インドネシ
ア側と確認し、ミニッツ
に記載する。

・既存機材リストをミニッ
ツに添付する。

・ＯＭＴＣの敷地に合わせ
た模擬坑道図をミニッツ
に添付する。

・機材配置図をミニッツに
添付する。

・左記を確認し、研修員の受
入れは、５年間で10名であ
ることを説明し、インドネ
シア側の理解を求めた、
Ｍ／Ｍには、年間１～３名
と記載した。

・インドネシア側は、理解はし
たものの予算の許す範囲内
での増加を要請した。

・インドネシア側の分担分を
含む最終的な機材リストを
Ｍ／Ｍに添付した。

・Ａ４のアドバンスコピーを
入手した。

・プロジェクトが使用可能な
既存機材リストをＭ／Ｍに
添付した。

・模擬坑道図をＭ／Ｍに添付
した。

・機材配置図をＭ／Ｍに添付
した。

2） 研修員受
　入

3） 供与機材
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

6）また、機材通関の際の諸費用、
メンテナンス費用等のランニン
グコストはインドネシア側が負
担することを伝えた。

1） 建物は、現ＯＭＴＣ施設を活
用する。
　事前調査で、a）～e）まで確認
した。
a） 土地所有者はＯＭＴＣ。
b） サイト地図（Ｍ／Ｍに添付）。
c） 建物平面図（Ｍ／Ｍに添付）。
d） 建物所有者は、ＯＭＴＣ
e） 電気、ガス、水の供給状況は
良好。

2） 新規建築物及びそのレイアウ
トについて協議し、レイアウト
図をＭ／Ｍに添付した。また、
インドネシア側に建設費の予算
措置を求め、ＯＭＴＣのローカ
ルコストに組み込みＭ／Ｍに添
付した。

3） この予算措置を円滑に進める
ためのインドネシア側からの要
請で、団長名によるＤＧＭ宛の
書簡を発信した。

1） 既存機材の維持管理体制は
ＯＭＴＣ職員により定期点検を
実施し、既存機材の維持管理を
行っていた。

・左記のインドネシア側の
責任分担を再確認する。

・左記a）～e）を確認する。

・左記を予算措置を含めて
確認する。

・新規実験室の基本的（電
気、水道など）な設備は、
インドネシア側の負担で
あることを確認する。

・日本側が建設する模擬坑
道の電力供給、水道供給
はインドネシア側の分担
であることを確認し、ミ
ニッツに記載する。

・左記を確認し、Ｒ／Ｄに明
記した。

・サイト図、建物配置図、新規
建屋図をＭ／Ｍに添付した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

（14）インドネシ
　　ア側投入
1） 建物建設
　等
a）土地所有者
b）サイト地図
c）建物平面図
d）建物所有者
e）電気､ガス､
　水の供給状況

2）機材、維持
管理
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

1） ＯＭＴＣ職員は23名

2） 職員数に変化はなかったもの
の、ＯＭＴＣのＭＤＣＭへの移
管に伴い職員の所属先変更が行
われるということを聴取した。
また、ＯＭＴＣ職員に加え、
ＭＤＣＭ職員の一部がＣ／Ｐに
追加され、総数は 40 名になっ
た。新しいＣ／Ｐリストとその
配置計画をＭ／Ｍに添付した。

1） ＯＭＴＣ職員のうち、13名は
国有石炭会社（ＰＴＢＡ）から
の派遣職員である。ＰＴＢＡか
らの派遣職員はＰＴＢＡから給
与が支給されており、残りは、
ＯＭＴＣ固有職員である。

2） ＯＭＴＣの校長ポストは空席
となっており、校長代理が
ＰＴＢＡから派遣されている。
プロジェクト開始前に校長を任
命するようインドネシア側に申
し入れた。また実施機関本部内
で部長級の人材から任命される
ようインドネシア側に申し入れ
た。

　ＪＩＣＡ開発調査において、
（東カリマンタンを想定した）訓
練センターの設立には資格等の取
得を義務づけ、修了証を発行する
ことが必要としている。事前調査
では、ＯＭＴＣの研修生確保の見
通しとその根拠、また関連してイ
ンドネシアにおける坑内外技術職
員の国家試験及び資格制度につい
てその概略を確認した。

3） Ｃ／Ｐ及
びスタッフ
の配置
a） Ｃ／Ｐ

b） スタッフ

c）研修生の確
　保

・大学関係者を含む最終
Ｃ／Ｐリストと配置職員
リストを作成し、Ｍ／Ｍ
に添付する。

・初年度に配置が予定され
ているＣ／Ｐの履歴書を
入手する。可能ならば、
面接を実施する。

・左記の人選を確認する。

・各坑内技術分野３名、計15
名のＣ／Ｐを選定した。
（ＯＭＴＣ７ , ＰＴＢＡ４ ,
     ＭＤＣＭ１ , P.Univ. ３）
・上記のＣ／Ｐは、５年間の
常勤であることを確認した。

・一部のＣ／Ｐの履歴書を入
手し、本人の意思確認を
行った。残りのＣ／Ｐの履
歴書は、３週間以内に準備
することで合意した。

・Ｃ／Ｐは、現ＯＭＴＣス
タッフを中心に配置した。

・Ｏ Ｍ Ｔ Ｃ の 校 長 は 、
ＭＤＣＭ職員のズル・イ
チャン氏に確定し、最終的
なＯＭＴＣの組織図を
Ｍ／Ｍに添付した。
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・左記を要請し、インドネシ
ア側は了承した。

・また、インドネシア側から
は、地方分権化に伴う人材
育成をプロジェクトと連携
をとりながら推進していき
たい旨の要望が出された。
現状の計画では、ＭＤＣＭ
の講師60名、支援要員30名
増員し、それに対応する旨
の説明がなされた。

・左記の年度ごとの予算を内
訳とともに表にまとめ、
Ｍ／Ｍに添付した。

・ＤＧＭが再編された場合に
も適切な予算が確保できる
ように、予算配置はエネル
ギー鉱物資源省が責任を持
つことをＭ／Ｍに明記し
た。

・地方監督官の研修内容と
研修計画についてインド
ネシア側に準備を要請す
る。

・左記のローカルコストを
年度ごとに変更した内訳
表の作成を依頼し、ミ
ニッツに添付する。

・上記の積算根拠について
も作成依頼しミニッツに
添付する。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

　地方分権化で育成すべき鉱山監
督官は26州（360県・郡）で約1,800
人となる（各県･郡につき５人程
度で算出）。

1 ） 要請書では、５億ルピア
（US$500,000）であった。

2） 事前調査では、インドネシア
側より５年間で148億8,000万ル
ピア（約１億8,900万円＝調査時
点）をローカルコストとして負
担する旨の説明があった。

3） プロジェクトに必要なローカ
ルコストの内容を説明し、イン
ドネシア側はその内容に同意し
た。

4） インドネシア側から、2000年
度の補修費用を除く、５年間の
ローカルコストとして（新規建
築費等を含む）135億4,400万Rp
（約１億7,600万円）を提示があ
り、その内訳をＭ／Ｍに添付し
た。

d） ローカル
　コスト負担
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・Ｏ Ｍ Ｔ Ｃ の 主 管 は 、
ＭＤＣＭであることを確認
し、組織図をＭ／Ｍに添付
した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

３　実施体制
（1）実施機関
（Ｍ／ＭＣＭ）
1） 設立の経
　緯
2） 活動内容
3） 組織体制
4） 予算
5） 人員配置

（2）総括責任者
（ProjectDirector）

（3）実施責任者
（Project Manager）

1） 左記について確認し、組織図
等をＭ／Ｍに添付した。

2） ＯＭＴＣの所属はＰＴＢＡか
らＭＤＣＭに移管中であること
を確認した。調査員派遣時点で
は、ＯＭＴＣにある機材の所属
変更が進行中であった。

（ＯＭＴＣは州都パダンから東へ
約99Kmの西スマトラ州サワルン
ト市（人口約５万6,000人）に位置
している。パダンから片側１車線
の舗装道路で結ばれており、また
石炭積出港テルクバユールとの間
に石炭搬送のための鉄道が敷設さ
れている。同市には国有石炭会社
（ＰＴＢＡ）が運営するオンビリ
ン炭鉱が存在する。ＯＭＴＣは
1916年にオランダ政府によりオン
ビリン炭鉱直属の学校として創立
され、第２次世界大戦中は一時期
日本人による運営もされた。その
後、鉱山エネルギー省の所属とな
り、オーストラリアのジョン・
バットマンとのジョイントベン
チャー契約による運営を経て現在
に至っている）

　鉱山総局長をプロジェクト・ダ
イレクターとすることで合意し、
Ｍ／Ｍに記載した。

1） 鉱業技術人材開発センター長
をプロジェクト・マネージャー
とすることで合意し、Ｍ／Ｍに
記載した。

・ＯＭＴＣ主管機関が、
ＭＤＣＭであることを確
認する。また、移管後の
組織図をミニッツに添付
する。

・左記を確認する。
　

・左記を確認する。
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・左記を確認し、組織図を
Ｍ／Ｍに添付した。

・左記を確認し、現状では特
に変更ないことを確認し、
Ｍ／Ｍに添付した。

・インドネシア側に左記を説
明し、理解を得て、Ｍ／Ｍに
その機能と構成を明視した
資料をＭ／Ｍに添付した。

・また、ＪＣＣ開催時の経費
負担が協議されたが、それ
ぞれがそれぞれの経費を負
担することで了解を得た。

・ＰＤＭについての変更がな
いことを確認し、Ｍ／Ｍに
添付した。

・また、ＰＤＭを用いたモニ
タリングと評価方法を説明
し、評価５項目をＭ／Ｍに
添付した。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

（4） 合同調整委
員会（ＪＣＣ）

（5）運営管理
1） プロジェ
　クト・サイ
　クル・マネ
　ージメント
　（ＰＣＭ）

2） モニタリ
　ング

3） 終了時評
　価

2） プ ロ ジ ェ ク ト サ イ ト と
ＭＤＣＭ本部が離れているた
め、プロジェクトサイトに常駐
するＯＭＴＣ校長をプロジェク
ト・マネージャー代理とするこ
とで合意し、Ｍ／Ｍに記載し
た。

3） 暫定プロジェクト実施体制図
をＭ／Ｍに記載した。

1） 合同調整委員会（ＪＣＣ）の
役割を説明し、Ｍ／Ｍに記載し
た。

2） 毎年調査団が派遣されないこ
ともあるため、調査団派遣がな
くともプロジェクトの進捗確認
等を行い、次年度の年次活動計
画の策定・承認のために日本・
インドネシア双方が主体的に委
員会を実施していく必要がある
旨説明し、理解を得るととも
に、その旨Ｍ／Ｍに記載した。

3） 以上を説明し、ＪＣＣの機能、
構成、開催頻度をＭ／Ｍに添付
した。

1） ＰＣＭに基づく運営管理手法
及び評価手法（含む評価５項
目）を説明し、インドネシア側
の理解を得て、評価５項目を
Ｍ／Ｍに添付した。

2） 暫定ＰＤＭを作成し、Ｍ／Ｍ
に添付した。

3） プロジェクトサイクルにおけ
る中間評価及び終了時評価の意
義を説明し、インドネシア側の
理解を得て、Ｍ／Ｍに記載し
た。

・左記を確認する。

・内閣改変に伴うプロジェ
クト実施体制の変更をイ
ンドネシア側に確認し、
Ｍ／Ｍに添付する。

・ＪＣＣについて再度イン
ドネシア側に説明する。

・プロジェクトサイクルの
モニタリングとＰＤＭ及
びプロジェクトサイクル
と評価について再度説明
し、プロジェクトの運
営・管理・改善手法につ
いてインドネシア側の理
解を得る。ＰＣＭ手法
は、Ｍ／Ｍに記載し、
ＰＤＭをミニッツに添付
する。

・評価５項目についてもミ
ニッツに添付する。



－ 26 －

・左記を確認し、Ｍ／Ｍに記
載した。

・今後のスケジュールを説明
した。

・Ａ１及びＡ４フォームのア
ドバンスコピーを取り付け
た。

項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

4） 短期調査時にプロジェクト・
デザイン・マトリックス
（ＰＤＭ）を完成させ、Ｍ／Ｍに
添付した。

1） 使用言語は、英語であること
を確認した。

2） 実施協議調査団派遣を2000年
10月とするスケジュールを説明
し、Ｍ／Ｍに記載した。

3） インドネシア側からは、2001
年度の予算確保のためには、実
施協議調査団を 10 月までに派
遣してほしいという要求が繰り
返された。

4） プロジェクト開始時期につい
ては2000 年度中を検討してい
ることを回答した。

　プロジェクトサイト周辺の警
察、病院、電話局及び専門家宿舎
予定箇所等の生活環境に関する調
査を実施したが、専門家宿舎を除
いて特に問題は見受けられなかっ
た。

1） 豪州ジョン・バットマン研究
所と鉱山総局の鉱業人材トレー
ニングセンター共同計画につい
て調査した。

2） 政府の予算面でのバックアッ
プ、かつ募集やプロジェクト宣
伝のための広報活動は重要であ
るという教訓を得た。

・左記を確認する。

・プロジェクト開始時期を
2001年４月１日とし、そ
れまでのスケジュールを
説明する。

・各種要請フォームについ
ての提出期限を示し、確
実な実施を要求する。

４　その他
（1）使用言語

（2）スケジュー
ル

（3）生活環境

（4）過去の類似
案件
1） 案件概要

2） 評価時教
　訓
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

（5）他の協力と
の関わり
1） 日本の協
　力
2） 他国･機関
　との協力

（6）地方分権化

（7）環境対策

1） ＭＤＣＭやオンビリン炭鉱へ
は、ＮＥＤＯやＪＣＯＡＬの技
術協力、共同研究等が行われて
いる。また、九州大学はＩＴＢ
と共同で技術協力を実施中であ
る。

1） 地方分権化が2001年５月に施
行される予定で、現在各省庁に
おいて中央と地方との協議が頻
繁に行われている。本プロジェ
クトに関する人材育成について
は、中央管轄となり、予算及び
実施体制への影響は少ないと思
われる。

2） 逆に、地方自治体の予算措置
が得られやすくなり、パダン市
やサワルント市等の協力が得や
すくなるとともに、地方鉱山監
督官の育成の面で、一層当プロ
ジェクトの役割は大きくなるも
のと思われる。

・地方分権化に伴うプロ
ジェクトへの協力準備を
促進するように要求す
る。

・また、プロジェクト実施
期間中の外部条件変化を
考慮し、現在配置されて
いる有能かつ権力のある
専任のプロジェクトコー
ディネーターの継続任用
を要求し、プロジェクト
の円滑な運営に協力を求
める。

・地方自治体のプロジェクト
への協力を要請し、治安や
土地の提供などの便宜供与
が得られることを確認し
た。

・左記を要請し、インドネシ
ア側はその続任に最大限の
努力をする旨が示されたの
で、Ｍ／Ｍにそのように記
載した。

・インドネシアでは、住民運
動やＮＧＯ活動の活発化に
より、環境問題が取りざた
されることが多くなって来
ているため、事務所よりプ
ロジェクト活動で鉱山排水
等の環境問題にふれること
はもとより、個別専門家派
遣によるエネルギー源とし
ての石炭利用が環境に及ぼ
す影響等の調査も含んだ対
処が希望された。
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項目 調査結果1）、現状及び問題点等 対処方針 実施協議調査結果

・在インドネシア大使館及び
現地事務所より、エネル
ギー鉱物資源省内の組織再
編、オンビリン炭鉱の安全
対策実施、専門家の住居確
保、現地調達機材準備等の
確認を行うために専門家派
遣前にもう一度調査団を派
遣し、確認すべきであると
いうコメントがなされた。

1） 調査結果には、事前調査結果、短期調査結果、及び以下のＪＩＣＡの開発調査結果の一部の内

容が含まれています。

「インドネシア共和国石炭生産拡大のための人材育成Ｍ／Ｐ調査（March 1997）」

（8）調査団派遣
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２　主要協議結果

２－１　インドネシアの鉱業関係組織再編

　インドネシアでは、2000 年８月に国民評議会が開催され、内閣の大幅なスリム化志向の改造

が実施され、表１に示す新内閣が誕生した。これを受け、本プロジェクトの実施機関である鉱業

人材開発センター（ＭＤＣＭ）の所属官庁であった鉱山エネルギー省（ＭＭ＆Ｅ）もエネルギー

鉱物資源省（ＭＥ＆Ｍ）に名称変更された。図１に旧鉱山エネルギー省の組織を図２に新エネル

ギー鉱物資源省の組織を示した。一方、エネルギー鉱物資源省の内部では、2001年５月からの地

方分権化による権限委譲内容が検討されるとともに、実施時期は不確定ながらそれに伴う組織構

造の変更がなされることが公表された。

　そこで、実施協議調査団では、このような派遣前のインドネシア国内情勢を背景に、プロジェ

クト開始後に、実施機関であるＭＤＣＭの主管または責任官庁が変更になった場合の対処を検討

すべく、エネルギー鉱物資源省と協議を行った。その結果、ＭＤＣＭの主管は、現行の鉱山総局

（ＤＧＭ）が存続するか、ＤＧＭが他の総局と統合された後の新総局に移るか、あるいは総局レ

ベルを離れて、同省事務次官の直属機関に格上げされる可能性があることが判明した。同時に、

この再編は省庁内の総局などの上位機関に限ったもので、さらに他の省庁とのリンクはないこと

も示唆された。そこで、現行のＤＧＭがたとえ再編を受けたとしてもプロジェクトの実施に支障

を来さぬよう対策を協議した。ＭＥ＆Ｍ側は、当初、省内の再編であるので、プロジェクトの実

施は、自動的に新しい主管組織に移管されるとともに、それについては同省が責任をもつので、

特段の対策は必要ないという意見であったが、日本側の強い要請により、「ＭＤＣＭの主管が変

更になった場合には、ＭＥ＆Ｍが責任をもってプロジェクトを継続し、その予算配置にも責任を

もつ」ことを明記することで合意が得られたので、ＭＤＣＭとの協議時にその旨を説明し、討議

議事録覚書（Ｍ／Ｍ）に明記した。

２－２　討議議事録（Ｒ／Ｄ）の内容確認

　実施協議調査団では、Ｒ／Ｄについて、ＭＤＣＭとの協議の冒頭で各項目ごとに確認し、イン

ドネシア側の合意を得た。この中で、専門家の民事請求免責の例外事項について、コロンボプラ

ン加盟国では一般的な「専門家の故意または重過失から生じた場合を除く」という表現から、「両

政府関係当局がその請求が専門家の重大な過失または故意から生じたことにつき合意する場合を

除く」という表現への変更について、特に注意して確認作業を実施したが、インドネシア側は、

この変更に関しては、エネルギー鉱物資源省の承認を既に得ているということであった。
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２－３　討議議事録覚書（Ｍ／Ｍ）の内容確認

２－３－１　日本側の投入

1） 長期専門家

　短期調査員派遣時にインドネシア側との検討課題になっていた、2003年度からの派遣

予定坑内環境技術専門家の早期派遣実施について、2002年度からの派遣案を提示し協議

を実施したところ、インドネシア側の同意を得たので、暫定実施計画（ＴＳＩ）及び関

係諸表の訂正を実施し、討議議事録覚書（Ｍ／Ｍ）に添付した。

2） 供与機材

　日本側が供与する機材にインドネシア側が提供する主要機材を加えたプロジェクト実

施に必要な機材リストをＭ／Ｍに添付した。これらの機材に係る維持管理費用は、イン

ドネシア側の責任分担であることを確認した。また、同時に通関、国内輸送、据付費用

の負担もインドネシア側の分担であることを確認した。供与機材要請フォーム（FormＡ

４）は、Ｒ／Ｄ及びＭ／Ｍ締結直後にアドバンスコピーを入手した。

3） Ｃ／Ｐ研修

　Ｃ／Ｐ研修については、日本側が提示した年間１～３名の研修員受入について、イン

ドネシア側からの増員が要求されたが、一般には、年間２名、５年間で計10名の研修員

を受け入れるというプロジェクト方式技術協力のスキームを説明し理解を得た。

２－３－２　インドネシア側の投入

1） ローカルコスト

　インドネシア側のローカルコストについて、短期調査員派遣時に入手した項目別予算

表を、プロジェクト年度ごとにブレークダウンするよう依頼した。協議においては、イ

ンドネシア側が提出した積算根拠を含む年度別予算計画総括表のプロジェクト活動との

整合性を詳細に確認し、インドネシア側の予算計画実現に向けての最大限の努力を依頼

した。その際、インドネシア側から、2001年１月からの予算年度変更に伴うインドネシ

ア国内事情を背景として、計画予算獲得を円滑に進めるための計画投資省（ＢＡＰＰＥ

ＮＡＳ）への説明資料とするために、日本側のプロジェクトコストの文書での開示によ

る協力が求められたが、実施協議調査団では、口頭による開示にとどめ、あわせてイン

ドネシア事務所の側方支援による協力で対応することとした。しかしながら、プロジェ

クトコストの文書による開示については、インドネシアの経済情勢とプロジェクトの円

滑な開始を考慮し、日本に持ち帰り検討を加えることとした。

　本プロジェクトの的確な予算配置については、ＭＥ＆Ｍをはじめ、関係各省にその確

実な実施を繰り返し要請したが、プロジェクト実施期間中においても予算配置に絡む上
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位機関に成果報告を着実に実施するなどして、その配置について積極的な活動を実施す

る必要があると判断される。

2） Ｃ／Ｐ配置

　Ｃ／Ｐの配置については、５年間の常勤であることを条件に協議を行った。インドネ

シア側には、短期調査員の説明不足による短期間のＣ／Ｐの配置も可能であるという誤

解があったため、当初予定していたＭＤＣＭの講師を中心とする40名の構成から、オン

ビリン鉱業専門学校（ＯＭＴＣ）の講師とＰＴＢＡオンビリン鉱業所の職員を中心とす

る15名の構成に変更した。その詳細な構成は、ＯＭＴＣ：７名、オンビリン鉱業所：４

名、ＭＤＣＭ：１名、パダン大学：１名である。なお、短期調査時に要請があり、今回

のＣ／Ｐリストに組み込まれたパダン大学からのＣ／Ｐの参加については、５年間の常

勤配置であることを確認すると同時に、このＣ／Ｐ派遣はＭＤＣＭとパダン大学間に、

新規に締結された相互協力に関する覚書（ＭＯＵ）にのっとり実施されるということも

確認した。しかしながら、これらのＣ／Ｐについては、今回の実施協議調査の大幅な変

更により最終確定したものであるので、慎重にフォローしていく必要がある。

3） 研修生の確保

　ＭＥ＆Ｍ、ＤＧＭ、ＭＤＣＭの各機関に研修生の確保は、本プロジェクトの根幹をな

す問題であることを説明し、積極的な政府サイドの宣伝による募集活動の展開を要求し、

インドネシア側の理解を得た。また、地方分権化に伴う多くの鉱務監督官の養成につい

ては、プロジェクトで積極的に取り組みたい旨の要望を行うとともに、これから検討さ

れるインドネシア側の鉱務監督官養成計画策定にプロジェクトで協力していくことを確

認した。

　Ｃ／Ｐ及び研修生への資格付与については、短期調査時と何ら変更はなくＣ／Ｐには、

政府機関とプロジェクトで修了証を発行、研修生には政府機関が修了証を発行し、プロ

ジェクト研修内容に相当する新たな資格をプロジェクトの支援により設置することにつ

いて再確認したが、プロジェクト開始後、直ちに実際の各研修内容に対するインドネシ

ア鉱業当局の承認を取り付け、研修コースの付加価値を高める必要がある。

２－３－３　技術移転内容

1） オンビリン炭鉱への入坑について

　本プロジェクトの技術移転活動には、基本的に模擬坑道と模擬爆薬を使用することで

インドネシア側と合意した。この模擬坑道については、2001年度の現地適用化事業費で

建設することを説明し、口上書交換を要することも併せて説明した。

　オンビリン炭鉱へのプロジェクト活動期間中の入坑については、プロジェクト関係者
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の安全に配慮するために、短期調査時にオンビリン炭鉱の安全性に関する調査を実施し、

安全確保対策（案）を作成した。その後、国際協力事業団鉱工業開発協力部内にプロジェ

クトに係る安全確保対策の妥当性を審議するために設置した炭鉱プロジェクト安全評価

委員会による現地調査を経て、付属資料に示した最終的な安全確保対策に取りまとめた。

　実施協議調査団では、同安全確保対策のプロジェクトへの適用について協議し、以下

に対するインドネシア側の同意を得て、Ｍ／Ｍに安全確保対策を添付した。

・安全確保対策を、インドネシア石炭鉱業技術向上プロジェクトに適用する。

・坑内研修には、実作業は含まず、見学に限る。

・Ｃ／Ｐ及び研修生の入坑は、インドネシア側が指示する。

・日本人専門家の入坑は、日本側が指示する。

・オンビリン炭鉱は、プロジェクトに全面的に協力する。

・坑内研修中の保安は、オンビリン炭鉱の責任である。

・安全確保対策中のオンビリン炭鉱の早期改修措置は、すぐに実行する。

　なお、オンビリン鉱山の早期改修措置については、ＭＤＣＭからの正式な依頼を要請

し、それに対するオンビリン炭鉱からの早期実施を確約する書簡を入手した。さらに、

パダンセメントの買収計画によるオンビリン炭鉱の民営化について協議し、たとえ民営

化されても、エネルギー鉱物資源省のコントロールは残ることが判明したため、経営形

態に関わりのない、プロジェクトへの全面的な協力体制の構築についてインドネシア側

と合意した。

３　総　　括

　インドネシア石炭鉱業技術向上プロジェクトに係る実施協議調査団は、2000年10月15日より

20日にかけて、先方実施機関である鉱業人材開発センター（ＭＤＣＭ）と協議をし、これまでに

実施してきた事前調査及び短期調査の結果を踏まえ、日本側が協力する内容、範囲、日本・イン

ドネシア双方における責任分担及び協力開始までに整理すべき懸案、検討事項等についてＲ／Ｄ

及びＭ／Ｍに取りまとめた。

　本調査団がエネルギー鉱物資源省を表敬した折には、同省事務次官のJoko氏よりインドネシア

国内における石炭産業の重要性が述べられるとともに、その発展に不可欠な鉱業人材育成が急務

である旨の説明があり、これから開始される本プロジェクトへの期待とその実現に対する感謝の

意が述べられた。また、目下、同省内には機構を再編する動きがあるところから、本プロジェク

トの実施機関であるＭＤＣＭの主管が、近い将来、仮に現在の鉱山総局（ＤＧＭ）から他の部局

に変更になったとしても、同省が、本プロジェクトの予算の確保を含めプロジェクト実施に責任

をもつ旨を述べるところがあったので、これをＭ／Ｍに記載することとした。
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　一方、エネルギー鉱物資源省ＤＧＭのスルナ・チャヤ総局長との協議においては、同局長から、

本プロジェクトの重要性が強調され、オンビリン鉱業専門学校（ＯＭＴＣ）再興に向けインドネ

シア側は、本調査団の要請したフルタイムＣ／Ｐの配置、プロジェクト運営・供与機材メンテナ

ンス予算の確保、研修生の募集とその経費負担に対し全力を挙げて取り組む旨の説明がなされ、

同時に今回の調査を含むこれまでの日本側の調査に対し感謝とねぎらいの言葉が述べられた。

　Ｒ／Ｄ案及びＭ／Ｍ案に係る細部の協議は、10月17日及び18日にかけてＭＤＣＭ関係者との

間で行われ、19 日にＤＧＭ総局長と本調査団長の間で、ＢＡＰＰＥＮＡＳ、オンビリン鉱業所

（ＰＴＢＡ）をはじめ、プロジェクト関係者が見守る中、Ｒ／Ｄ及びＭ／Ｍに署名を了したとこ

ろ、一連の協議を通じた団長としての所感を、以下にご報告申し上げる。

３－１　全般

　インドネシアでは、2000年６月の短期調査後、８月に内閣が改造され、それに伴い主管である

鉱山エネルギー省の名称もエネルギー鉱物資源省に改められた。本調査では、この変更が６月の

短期調査において詳細に設計したプロジェクトの実施計画に及ぼす影響が懸念されたため、イン

ドネシア側の政策変更や鉱業人材育成マスタープランの変更の有無について調査した。その結

果、石炭についての鉱業政策やエネルギー政策に関する大きな変更はなく、人材育成も地方分権

化にかかわらずこれまでどおり中央政府主導で推進されることを確認した。省庁内の再編につい

ては、ＭＤＣＭなどの下部機関は存続し、総局レベルで統廃合を行う予定である旨の説明があっ

たうえで、今のところは、ＤＧＭが他の総局と統合されるか、ＭＤＣＭ等の人材開発部門が総局

を離れて、同省の事務次官の下に配置換えになるかの２つの方向性が示された。この再編の動き

に関する対処法について事務次官との協議の際に、同次官から、プロジェクトに対する責任とそ

の実行に伴う予算は、同省が責任を負うという確約を得たので、その旨をＭ／Ｍに明記した。ま

た、石炭のロイヤリティ 13.5％の配分は、今後、人材開発及び研究分野に重点的に配分される予

定であるとの情報も得た。また、先方との協議においてＣ／Ｐの配置については、最も時間を費

やし議論を行った結果、５年間フルに配置可能な人員を確定した。

　以上を総合的に判断すると、特に現時点でプロジェクトの開始に支障を来すべき大きな課題は

ないと思慮される。

３－２　安全確保対策

　６月に実施した短期調査時における先方との協議においては、坑内研修の代替措置としての模

擬坑道による研修提案に一定の評価が得られたが、鉱山総局長自ら坑内研修について強い要望が

出されたほか、民間炭坑のニーズ調査の結果を見ても坑内研修の要望が極めて強く、プロジェク

トのサステナビリティーを確保するためにも、坑内研修を含めることが必要不可欠であると判断
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された。かかる背景の下、８月に安全評価委員会メンバーにより坑内研修予定炭鉱の現地調査を

実施し、坑内研修用の安全確保対策を作成した。本実施協議調査団は先方に同安全確保対策

（案）を提示のうえ、協議を行ったところ、ＭＤＣＭからも炭鉱入坑時の安全確保の重要性に対

し同意が示されたので、それをＭ／Ｍに記載した。また、同安全確保対策に規定されているオン

ビリン炭鉱側の改修措置については、オンビリン炭鉱より改修措置を早期に実施する旨を約した

書簡を取り付けた。さらに、今後、オンビリン炭鉱の民営化が進行しても、完全に民営化するわ

けではなく、政府の管理はこれまでどおり存続し、鉱山総局の主管の下に全面的にプロジェクト

に協力する旨の合意が形成されたので、その旨をＭ／Ｍに記載した。

３－３　プロジェクトの持続性

　本プロジェクト実施にあたり、研修生の確保は極めて重要な問題である。このためには研修内

容により民間炭坑へのインセンティブを高めるとともに、研修修了者へ何らかの資格を付与する

ことが不可欠となることを再確認し、インドネシア側もこれを了承したので、Ｍ／Ｍに記載し

た。

　また、今後の地方分権化に伴う地方監督事務所の鉱務監督官の育成に対する着実なる政策実施

と民間炭坑の開発インセンティブを疎外しない政策の積極推進は、プロジェクトの大きなドライ

ビングフォースになることを確認し、インドネシア鉱業政策当局の積極的な政策的支援が得られ

るように要請した。さらに、研修生確保に対するインドネシア側の積極的な協力についても依頼

し、確約を得た。

３－４　Ｃ／Ｐ

　各技術移転分野のフルタイムＣ／Ｐを確定した。また、これらＣ／Ｐは、５年間のプロジェク

ト実施期間中の配置転換を極力避けることを確認し、インドネシア側はこれを了承した。なお、

６月の短期調査時にパダン大学及びムラワルマン大学側から要望があった同大学教官の本プロ

ジェクトＣ／Ｐへの採択については、フルタイムを条件に、一部の者を認めることとした。

Ｃ／Ｐの履歴書入手及び面接については、今回配置予定者確定のための協議に時間を費やしたの

で一部を除き実施が困難であったが、３週間内に全員分の履歴書を作成しＪＩＣＡに送付するこ

とで合意した。

　また、2001年５月に施行される予定の地方分権化などの政局の流動性やプロジェクト実施期間

中の円滑な予算確保を考慮して、現在配属中の有力なプロジェクトコーディネーターのプロジェ

クト実施期間中の続任を希望し、インドネシア側はこれに最大限の努力を払うことを確認し、Ｍ

／Ｍに記載した。
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３－５　ローカルコスト

　本プロジェクトで供与される予定の機材の据付、保守等については、万全の体制をとるように

求めた。インドネシア側は、供与機材の運搬、据付、運転、維持管理費用は、責任を持って負担

することを約し、Ｍ／Ｍにはエネルギー鉱物資源省の組織改変も考慮して同省が責任をもって予

算を確保することを明記した。

　また、実験室をはじめとする専門家の執務室等の新築建屋の建設費は、2001年度の予算で措置

する旨の説明があったが、今後、地方分権化に伴い、予算配置がどのようになるか不透明なた

め、注意深く監視していく必要がある。
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